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【法人税、個人所得税の申告期限は 6 月末まで】 

毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日の間に法人税と個人所得

税の申告・納税が行われますが、今年はいわゆる”トランプ関

税”による経済への影響を考慮し、申告期限が 6 月 30 日に

延期されています。現時点で、まだ個人所得税の申告を行っ

ていない場合、6 月中の申告が必要です。 

 

【日本の選挙の在外投票所を台湾に設置】 

日本政府は、台湾に滞在する日本人向けに日本の選挙に

投票するための投票所を 2 か所設置する方向で検討を進め

ています。設置されるのは、日本台湾交流協会の台北事務所

と高雄事務所の 2 か所になる見込みです。開設は夏の参議

院議員選挙から設置される見込みです。これにより、在台法人の選挙参加が容易になります。 

 

【境外電子商取引業者の税籍登記基準の引き上げ】 

境外電子商取引業者が、台湾で税籍登記をしなければいけない基準について、従来は年間売上額が 48 万台

湾ドルを超える場合とされていましたが、2025 年 4 月 7 日付台財税字第 11404515420 号通達により、60 万

台湾ドルに引き上げられます。これは、2025 年 1 月 1 日から小規模事業者に対する営業税（VAT）の課税基準

額を月間売上額 4 万台湾ドルから 5 万台湾ドルに引き上げられたことに伴い、変更された措置です。これにより、台

湾域外から電子商取引で台湾域内に物・サービスを販売する際の統一発票発行義務の基準が緩和されます。 

 

2024年2月1日 台中オフィスがオープンしました。 

台中オフィス:台中市西區台灣大道2段285號4樓之2 
 

 

「FCG 中華圏 ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じ

たとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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